
令和８年度　評価関係確認までの流れについて

（１）評価・評定提出までの流れ
  　　評価を　「観点別学習状況の評価」と「評定」で示す。
（絶対評価）　　（分析的評価）  　（総括的な評価）

     ①「各教科の目標」の設定（学習指導要領より）　　　　　    ＝　各教科で設定
          ↓                                                         
     ②「評価の観点及びその趣旨」の設定（各観点の比率も含む）　＝　各教科で設定
          ↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（比率は学校で統一）
          ↓
     ③「各観点項目と主な評価内容」の設定　　　　　　　　　　　＝　各教科
          ↓
          ↓　→  ④各教科より評価資料の提出（教務保管）　※別紙参照
          ↓
　　 ⑤カッティングポイントの設定
　　　　　↓
     ⑤－(1) 観点別学習状況の評価の規準の設定　　　　　　　　　 ＝　学校で統一
          ↓（総括）                                                
     ⑤－(2) 評定の基準の設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＝　学校で統一
          ↓
   　⑥各生徒の評価・評定の決定

　※ ①、②、③、④は各教科で作成する。　　　　　　　　　　→ 学校（教務）保管
     ⑤－(1)、⑤－(2)は学校全体で統一する。















（２）評価・評定を決定するまでの流れ図
　
■より適正な評価の実施にむけて
　　　新しい評価については、学習指導要領に示された目標に照らして、その実現状況を評価する　目標に準拠した評価（いわゆる絶対評価）とし、指導と評価の一体化をより一層進めて、指導　の工夫及び改善を図る。


　＜評価・評定を決定するまでの流れ＞
③評価規準の明確化

日常での
評価資料

定期考査
の結果

その他の
評価資料
①　学習指導要領の目標



②　評価規準（指導計画・評価計画）
　　・知識・技能
　　・思考・判断・表現
　　・主体的に学習に取り組む態度








④　観点ごとに集計


⑪　評価の振り返り（評価と指導の一体化）

⑤　Ａ・Ｂ・Ｃの評価規準設定



⑥　観点別学習状況の評価決定




⑦　各観点の比率設定



⑧　点数集計



⑨　５段階の評定の規準設定




⑩　５段階評定決定


（３）評価・評定算出までの留意点

A、観点別評価〔A～Ｃ〕の算出
   観点別評価は、次の式で算出した各観点の達成率によって求められる。
ア、各観点の達成率







イ．観点別の評価（Ａ～Ｃ）の算出
　　　下表「本校の観点別評価の基準」により求める。
	各観点の達成率
	評価

	８０％以上
	Ａ

	５０％以上８０％未満
	Ｂ

	５０％未満
	Ｃ










Ｂ、評定〔１～５〕の算出   
ウ．各観点の比率を満点とした換算値（１００点に換算）
 


　　　上の式で算出した各観点ごとの値の合計を算出する。
　　　その後、下表「本校の評定の基準」によって評定を求める。
	各観点の達成率
	評定

	９０％以上
	５

	８０％以上９０％未満
	４

	５０％以上８０％未満
	３

	２０％以上５０％未満
	２

	２０％未満
	１















＜算出例＞
	各観点の比率
	１００％
	１　　　：　　　１　　　：　　　１

	評価対象とするもの
	満点
	知識・理解
	思考・判断・表現
	主体的に学習に取り組む態度

	授業内ワークシート
	５０点
	
	
	５０点

	行動観察
	２０点
	
	
	２０点

	提出物・宿題
	７０点
	２０点
	２０点
	３０点

	ノート
	１０点
	１０点
	
	

	小テスト
	５０点
	３０点
	２０点
	

	定期テスト
	１００点
	５０点
	５０点
	

	合計点（満点）
	３００点
	１１０点
	９０点
	１００点



たとえば、
	二之江太郎くんの場合
	２１０点
	１００点
	４０点
	７０点


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓　　　　 　↓　　　　　 ↓
	ア．各観点の達成率
	100/110
×100
＝90.9%
	40/90
×100
≒44.4%
	70/100
×100
=70.0%

	イ．観点別評価（Ａ～Ｃ）の算出
	A
	Ｃ
	Ｂ

	ウ．各観点の比率を満点とした換算値
          （１００点に換算）
	210/300
×100
＝70.0%

	エ．評定（１～５）の算出
	評定３



